
 
情報フロンティア研究会 

開催要綱（案） 
 

１．目 的 

いつでも・どこでも・何でも・誰でもネットワークにつながる「ユビキタスネッ

ト社会（u-Japan）」の実現により、創意あるＩＣＴの利活用でまったく新しい価値

が生み出されることが期待されている。 

本研究会は、創意あるＩＣＴの利活用やサービス・ビジネスの最新動向（これを

「情報フロンティア」と呼称する。）を踏まえつつ、その普及展開に向けた制度的・

技術的課題について、ＩＣＴ分野の第一線で活躍する有識者の間で自由闊達な意見

交換を行い、今後のＩＣＴ政策構築に資することを目的とする。 

 

２．名 称 

  本会の名称は、「情報フロンティア研究会」と称する。 

 

３．検討事項 

  ユビキタスネット社会の実現を見据え、多様なフロンティア開拓の展望やその隘

路・課題を整理し、具体的な方策をとりまとめることとする。 

① 利活用におけるフロンティア 

    ＩＣＴを高度利活用するための新たな概念（ＳＯＡ（サービス指向アーキテ

クチャ）等）について現状と課題を分析し、ユーザのＩＴガバナンスの向上の

観点も踏まえ、将来の望ましい方向性を示すとともに、ネットワーク上で流通

する膨大なデータの利活用方策等について検討する。 

② サービス（ビジネスモデル）におけるフロンティア 

  ＩＣＴの高度化を踏まえた新しいサービス（ブログ、ＳＮＳ（ソーシャルネ

ットワーキングサイト）、Ｐ２Ｐ（ピア・トゥ・ピア）等）について、現状を

分析し、今後のビジネスモデルの展望とそれに応じた制度のあり方を検討する

とともに、ＩＣＴ分野における新ビジネスの育成方策等について検討する。 

 

４．構成及び運営 

① 本会は政策統括官（情報通信担当）の調査研究会として開催する。 

② 本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

③ 本会には、座長及び座長代理を置く。 

④ 座長は、研究会構成員の互選により定めることとし、座長代理は、座長が指

名する。 
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⑤ 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招集

し、主宰する。 

⑥ 本会の議事は公開を原則とし、透明性の確保に努める。 

⑦ その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５．開催期間 

本会の開催期間は、平成１７年３月から平成１７年６月までを目途とする。 

 

６．庶務 

本会の庶務は、情報通信政策局情報通信政策課が関係課の協力を得て行う。 
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